
地 区計画 の 手 ヨlき
～ 住 民 参 加 の ま ち づ く り～

(改 訂 版 I)



伊ま北部地区は、土地区画題選事業の施

行 によ り違魅  公 口 下 水道 とい つた墓鐘

菫幅を行 つてまいりましたが さらに 住民

夕 a□による住みよいまちづ くりを進めるた

め  平 成 8年 3月 26日 に伊杏北 BI地区地

区計画が都市 st回決定 (平成 17年 3月 11

日一部賢夏〕されました。

地区計画とは 主 おの使い方や軽効及び

かさ さ くの理て万などのルールを定め

それによってきめ鯛かなまうづくりを行っ

ていこうというものです この制度は その

性格上 住 民の方々のまうづくりに対する

理瞬がE要 になつてまいります。

この田子には 地 区8t面の内魯や届出の

方法についてご脱IBしています。伊泰■部

地区のまう,く りの=段 として、住民のみ

なさんにまうづくりについてご理解 しヽただ

けるようお願い0し 上げます。

伊森町都市計画課
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| 2.地 区計画計画書

伊 森 北 ar地 区 地 区 8t画

,

伊採町大手大針字や日 宇 北原 幸 向原 字 北 申 大里

伊奈町大宇羽貫字前日 字 八tl谷 宇 寺下 字 中 字 原 字 谷畑 字 平谷

伊業町大学小針新宿字石神井 字 向原 字 中井分 字 客越 宇 下の谷 字 辻ケ後

宇市野屋敷 字 と承前 字 縄" 字 中身 字 "口

伊奈町大字小針内宿宇戸崎前 字 台下 字 寮師些根 字 向原 字 信芝内 字 相野谷

宇主井 字 向小針 字 内谷

):1 約225 4ha

本地区`伊 張町の北皓部に位置 し 崎 I怖 都市交通伊奈線の内宿駅と羽質駅周辺

への南楽業務施設の様尊及び 県 民活動縄合センターや県立伊宗学園緯合高等学校

の利用を者はした幹ほ道鶴等の公共施設の霞備を含め 良 好な住球坂の形成を目的

として土地区画整理T換 =施 行した出広である。このため 土 地区画整理事業の効

果の経常と促娯言図もとともに 使 全な店住軒残の形成 保 持並どに 商 業 業 務

の利便性の向上を回り 競 業重塊 学 口lR塩 生 活ヨ境の建つた供適なまちを創造

する事を目線とする

ほ m

難

地区施設1ま 土 地区面理理事よにより計画的に理常 し 今 後良好な都市率現の経

持増廷を目的として そ の機能及びIRなが4Rなわれなしヽよう経待 保 全を目る。

土地利用の方針 ことづく地区区分 =あわせ 建 鎮働むの用途の制限 建 築物等の

高さの最高限度 建 張匂の政地面再の最に限産 虫 面の位Rの 制限 建 経あ等の形

歯又はな匠の朝配及びかせ又,とさくの申遺の制限を行う ま た 商 察地区 (D地 区)

工J生 活利便お按地区 (Ⅲ地区)に ついては寅匂などの歩行者へ配慮し ゆ とりあ

る歩行空間の確保に努ある 地 区会車については生け短寺による緑化の推進に努め

伊奈モテルタウン“=ふさわしく 織 ヨるヽな住電境とこれに補和した 生 産字督頬境

と就農車境のと常云Uと 燃とした首立みの形成を国る

本地区は伊奈モデル,ウ ンとして地城のや性を考慮 し以下のようなツー■ンクに

基づいた自然窺境と日和 したニュータウンとする

OA地 区…任属住宅を主体とし 良 好な住車境を形成する

OB地 区―景観的田和 =配慮 した中に'住 宅を主体とし 二 好な住車境を形成する

OC地 区…伊森モデルタウンのモデル地区として中高層住宅が立地する新たな宅地

供賂地とする

OD地 区…羽貫収 内 情駅を中心に高鼻業務施数が立地する地区とする

OE地 区…広城幹壊遺路滑遺としての位ほ的策件をいか し 住 宅と共にお道サービ

ス施設が立地する地区とする。

OF地 区―地区内申憾遠鴎滑遠としての位置的集件をいうヽし 住 宅と共に地区内へ

のサーセス溢段が立地する地区とする

06地 区十県侵君助韓合tン ター 県 立伊棄学四総合市等学枚 町 立小針中学校な

ど公共公査緒歓が立地する地区とする

OH地 区―自立性の高い地城社会を形蔵するため 都 市型産業施設や工業施設at立

地する地区とする

Ol地 区―広を幹娘出路及び羽■駅の近な地としての位■的舞作をいかし 費 全で

快道に日格的な購買活Bjなどが行える生活莉使海被地区とする

→

3

NANA
テキスト ボックス

NANA
テキスト ボックス
学園一丁目～四丁目

NANA
テキスト ボックス
内宿台一丁目～六丁目

NANA
テキスト ボックス
西小針一丁目～七丁目



〔
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歴

地

区

の

区

分

区分の名称

A - 1地 区

て,一 連拒層

亡居4用 紅ヒ〕

A - 2地 区

(属―電【[

亡膚4月 的宝)

B地 区

(重―とにな

な■)

0地 区

(第―t■ 古

円と虐Ⅲ用抱

= 塩 ―tt

層出章)

D地 区

(立残高よ赳ま)

E地 区

(受―題E眉

抵車 第 二重

仁居地=〕

区分の面積 約 55 5ha 約 22 7ha 約 ,1 2ha i均200い o 約 7 7ha 約 7 6ha

建 築 物 等 の

用 途 の 制 限

蓬 舞 物 尊 の

高さの最高限産

建築物 の数地

面積の離 限産
120市 150市 120市 150 nf

壁 面 の 位 置

の  制   限

建築物等の形態

又はな匠の制限

看板広告物や建築物の外壁及び屋根の色彩

は 落 ちつきのある色瞬とする

かき又はさくの

構 造 の 利 懐

道臨境界視Jに設ける塀の構造は 次 の各号

に掲けるものとする

0生 け垣

②透視可能なフェンス さ くを施 したもめて

宅地地盤面からの高さわ(lBm以 下のもの

下部を石造 コ ンクリー トフコック造 ヨ

ンクリー ト造等の結造とする埼合には そ

の部分の高さを宅地地盤面よりO Sm以 下

とし 景 観1■配慮 した外犠とする

③地区の景観に配に したもので 宅 地地盤面

からの高さが15m以 下のものて

Xた たし 次 の場合はこの限りていなしヽ

1)門 柱 門 扉及びそて

2)鉄 造用数地内



i口 取

田

日配

地

区

の

区

分

区分の名称

F - 1地 区

(革―和中高,

と思Ⅲ用る=

耳―題と層

的4)

F - 2地 区

(算-4中 市F

仁F専 用お塩)

6地 区

(篤―と草ヽ■

に層専nIIL=

宮二とにた

ヽ=,

H― i地 区

て工芸Ⅲ潟な4)

区分の面積 約 ,6 2ha 約 7 0ha 約 30 Cha 約 17 6ha

廷 築 物 等 の

用 途 の 制 限

建 築 物 等 の

高さの最高限度

建舞物の敷地

面積の翻E眼度
120市 160甫 6 0 0市

壁 面 の 位 置

の  制   限

壁面又はこれに代わる柱の面か

ら道路境界線 までの魔駐 を13m

以上とする

建築物等の形態

又は意匠の制限

看板広告物や庭集効の外笙及び屋根のを影は 落 ちつきのある色調

とする

小さヌはさくの

構 造 の 制 限

道路境界側 ■設ける塀の構造は 次 の各号に掲するものとする

o生 け垣

0透 視可能なフIEンス さ くを施したもので 宅 地地盤面からの高さ

がl Bmll下のもの

下部を石造 ヨ ンクリー トフロック造 コ ンク リー ト造等の構造 と

する場合には そ の部分の高 さを宅地地盤面よりOSm以 下 と し

景観に配慮 した外観とする

0地 区の環額に配慮 したもので 宅 地地整面からの高さが15m以 下

のもの

■ただし 次 の場合はこの限りではない

1)Pl柱  P月扉及びそそ

2)離 適用敷地内



1地 区

(第二打とになk)

区分の名称
地

区

の

区
分 約 3 6Ⅲ a区分の面積

次の各号に掲ける造築物等は 建 築してはならない

0住 宅 共 同住宅 奪 宿舎または 下 宿 (併用及J兼 用を除く)

②事務所 (崎属するものを峰く)

③工 場

④末一リング増 ス ケート鴇 水 泳塩その他これらに類する運動施設

⑤木テルまたは 旅 億

⑥自駒革教冒所

のマーシャン屋 ′ テ`ンコ屋 射 的場 勝 馬故栗券発売場その他これ

らに類するもの

Oカ ラオケボックスその他これに頬するこの

O言  舎

O火 茶 石 油類 方 スなどの危険物の貯減 処 理施設

建 築 物 等 の

用 途 の 制 限

(建築基準法施行令第 2条 第1項第6号 ロ ハ に定める

高さも算入する)

建 築 物 等 の

高さの新葛限度

建築物 の敷地

面積の難 限度

壁面ヌはこれ =代わる程の面から道路境界線までの揮離をヽ3m以

上とする

壁 面 の 位 置

の  制   限

看板広告物や建築物の外壁及び屋根のこr‐は 落 ちつをのある色調

とする

建築物寄の形懐

又は意圧の制限

道路境界桐に設 する堺の梅造は 次 の各号に掲けるものとする

O生 け垣

の透視可能なフェンス さくを施したもので 宅地地盤面からの高さ
が13m以 下のもの

下部を石造 ヨ ンクリー トフ0ッ ク遣 ヨ ツクリー ト造等の構造と

する場合には そ の部分の高さを宅地地盤面より06い 以下とし

景榎に配おした外榎とする。

①地区の景観に配慮 したもので 宅 地地盤面からの高さが15m以 下

のもの

Ⅲただし 次 の場合はこの限りてはない

1)問 柱 間 扉及びそで

2)鉄 適用数地内

かとヌはさくの

権 造 の 制 限

に 域ユJ地 区整備辞画区激は計画口表示のとおり」



3,建 物用途の制限について

コ 生活利便施股地区(1地 区)こついて 次表の農効 施設を許容または制限するものと

します。

○ 鮮容するもの

×制限するもの

e違 お輸いの周送8日

住宅 共同住宅 新宿舎 下宿(それてれ併用及●r筆用を除く) ×

店舗の床面ltが 0000席 を出えるもの O

事務所 (問区す るもの を除 く) ×

ホテル 旅館 ×

ホー リング将 スケー トIB水 泳均等 X

マージャン屋 ′(テンコ屋 麟用空察券発売所 為外車勢売場準 ×

カラオケ水ックス等 ×

学校(大学 高奪専門学校 専修学校及び各種学校を含む〉図書館等 O

神社 寺院 鉄会等 〇

老人ホーム 保高所 身体障害者福祉ホーム等 ○

老人福祉センター 児童厚生施設等 O

公衆浴将 移療所 病院 O

巡登派出所 公衆電話所 O

自動車教習所 盲舎 ×

単独自B3票率忠(300耐 以下かつ2贈 l_下) O

建策物的日自動■■庫(雄距物のSEべ面積の 172以 下かつ 2階 以下) 0

′`レ屋 栄屋 三高屋 票子屋奪で作業掲を有するもの

(作撃場の床面神 00席 以下 出方 0 75kW以下)
〇

洋腰店 曇屋 建泉屋 自転軍店等の店筒で作撲jBを有するもの

(作業場の床面積 50市 以下 由力 0 75kw以下 )
〇

工場(自動車棒理工場を含む) ×

火葉額 石油類 方ス等の危険物の貯競 処 理施設 ×

注)本表は 建策去本法別表第二の続碁であり す本ての制限について4B確したヽのてはありません



口1 4.高 さの最高限度について

生活利便施設地区(l地 区)3お いては 建掬専の

高さの8高 限度を ,5mと します。

なお こ の高さには 屋 上に繊ほされる塔座等で

建獲基準法施行令第 2景 第 1項 第 6暑 口及びハで

は高さに第入しないとされているものも自みます。

0



‐ 58 敷 地面積の最低限度について

口 政地面積の最低幌度は以下のとおりです。

A-1地 区、B地 区 C地 区、D地 区、F-1地 区…Ⅲ20市

A-2地 区、=地 区 F-2地 区  150● |

H-1地 区 C00 nf

t出 区…lh● (40,000H)

日 取地画積の最低限度汀 120 ntの地区において 地 区ll目

決定前に 12o市 未精である土地につしヽては 酸 地面積の

最低限置の81限は及びません。したがつて、 120甫 末湾

の吏出であ ,て も建物は建てられます し、すでに建舶が

建 つている 120 nf夫語の土地でも、その密純のを続は顔

められます。

日 し かし、この地区肉の 120高 以上の土地でも 分 割によ

り 120市 宋精になるものについては分81は観めません。

日 他の地区においても、それぞれの独地面積の最低限産に

ついて同種の内富とな ります

口 なお 分 配において 督 騒率 建 べい率が不通台 となる

掘合は観められませんのでご注意ください。

C



○ 敷uS面積の最低ほ度120甫のj8区の日
( )内 は数地面積の最低娘産 150市の地区

〔 ]内 は数地面積の最低限度600市 の地区

ポ輸 可 香

1 00nf

(140)

〔500〕

100nf

(140)

〔500〕

100nf

(140)

〔500〕

50nf   50ボ

(70)   (70)

E2503 t250J

250市

(300)

〔1300〕

1 30nf

(1509

〔600】

120mf

(150)|

〔650〕 ‐

200nf,

(250)

〔1000〕

100nf

(130)

〔S00〕

1 00nf

(120)

〔500〕

○

X

○

X

10



6.壁 面の位置について

H-1地 区及び |

代わる社の面は

こととします

地 区 に お い て

遭 笛 臨 界 練 か ら

壁 面又 は これ に

13m以 上離 す

道

路
境

界

道路境界

力
■

‘
■



■1 7.建 築勅等の形態又はなEに ついて

』板広告鋼や建築物の外墜及び屋根の色彩 は、磨ち

者きのある色調 とします。

「色彩」については 色 の組合せやデザイン 明 盛

影度 色 相などが明らかに刺激的で、多くの人に不

映感を与えるようなものは座められません

C



8.か き又はさくについて

日 かさ又はさくの構道は 道驚優界において適用されます。

路境界 このみ適用

道  麟

日 かを又はさくは 次の国のようなものが麗められます

16m

以下

60cm

以下

特
に
制
限
は

あ
り
ま
せ
ん

特
に
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん

8"m

以下

景観に配慮

した塀等

ラェンス

きく等

ヨンクリー ト

フロック 石

積等 とフェン

ス さく字の

組合せ

ヨンクリー ト

プロック 石

額等とね議の

組合せ

13

生け壇



ただし P5柱 P目扉及び鉄適用敷鞄内については このおJ眼を婁けません

また 次の図のようなP3のそでについても 門社の一部とみなし制限を受けません

O問 桂とそでの組合せ ①そてのみ

15m以 下

口 野 観 に配 慮 した 塀等 の 例

透視可能なフェンス以外で 植哉と組合せた塀等

自然の素材を使用 した塀等

Ⅲ5m以 下 15m以 下 1 5 m以 下

再 承 題

旨 率 翠 ,

暮 閣 承

「 ヨ 旨 だ

|`



9.既 存の建築輸について

口 地区ll画の決定又は変更された自(この日を「=単 日」とします.)す でにこの制限に

適合していない建的については、そのままの形態で使用するのであれば制限は皮び

ません。

しかし 盛的の建首え時 新装農び不澄台の観分を言tl館長 改務 摩増または凛額督

えの晴は 不通含の部分を定正していただgま す。

なお 新 笙される掲合は、不題含g13に ついては室面的に妃正していただきます た

だし 破地面穏についてはこの限りではありません。

H-l ntFt出 区0'台 のと五

薄 脅 なりあるとの■観
「  ~  ~

H白 的な8の E恨

をおえるブ0フ',

|●

―

生けEな どへ0苦け



地区廿百は、日々の建築行aを

とになります.

倒 轟 ●することによって侵好なま

うづくりが行われていきます。その

ため、「車猛配観中88」の前に、日々

の建野行為gに ついて 地 区‖回の

内gに あったものであるかtrうか判

断するため、「電出」をしてしヽただく

口 底出の必要な行おは次のおりです。

(1)上tBのほ日清宮0■ ロ

(2)■策的のコい、B"的 の円との=更

(3),章拘●めルロ又は8Eの 章受

(4)工作特のB8

BE出 が必要かどうか報断"定 しい時には

観市81画爆までお口い合わせください。

届出に必要な行為

2.届 出の方法

「届出をJ
「設計田書J

都市B「回操の月なする株式
4に 指定 した図面を漏付して
ください。(P13)

伊奈町都市肘田操

工手狩この30日前まで
X目 的の予お (取al又は携工方法)を安■した
場合は 再産「=軍 届出書J(速付書類を含む)
を提出する。

t●



3.届 出から工事者工まで

１
１
と
７

口 届出から工事むIま では 次 のようになります。

く工手荷工の 00前 まで)

想
要鮒

不
建
ポ

ヨ
軍難

め
整

が

麗
軍親

必
整
が

秘
軍親

不
建
が

T7

―
―
↓
平

―
―
ユ
▼



4.居 出に必要な添付図書

B届 出にめ要な藤lU●類は 次 のとおりです。

(1 土地り区百

形質の褒更

泰内国 1/1000以 上 方位 道 降及tt目標 となる地物 を

表示

区域国 ,/,000以 上 当醸土地の区張及び当醸区崚周辺

の公共施設を表示

設計田 1/ 100以 上 占威計画平面国等

(2)建 祭勧の建

築又は建築

均の用途の

交東

案内国 1/1“ 000以 上 (1)=同 じ

配置国 '/ 100以 上 は地内における建築物又は工作物

の位置を表示

立面田 1/ SO以 上 2面 以上 外 壁ユび屋根の色彩を

最示

平面田 1/ SO以 上 各層のもの 各店の用遠を表示

(工作旬の増合不要)

(3)建 奏鞠の形

態又はな匠

のま夏

案内□ ,/10● ●以上 く,)に 同じ

配ぼ四 ,/ 100以 上 (2)1こ同 じ

立面国 Ⅲ/ 50以 上 (2)に 同じ

(4)か =又 は=

くの設置ヌ

は改標

案内図 1/t000以 上 ( 1 )に 同 じ

配置因 1/ 100以 上 敷地内におけるかさヌはさくの位

ほを表示

立面□ 1/ SO以 上 控駐 配筋寺を表示

断面□ 1/ SO以 上 おヽど又はさくの高さ 基 驚め線入

れの深さを表示

単あ客に応 して その他う考 どなるべを事項 を鹿と した臼各を残付 してください

(仮像ね特定国の写 し 求軍国等)
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